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◎自治体法務（解釈・運用）

政策法務の基礎的な考え方を理解し、事例を通じて実務に活かせる基礎力を
身につける。

目 標

講義と事例研究、グループワークを通して、条例立案の基礎知識を学ぶ。ポ イ ン ト

２日間
① ９月１４日（月）～ ９月１５日（火）道庁別館９階 第２研修室
②１１月１８日（水）～１１月１９日（木）道庁別館９階 第１研修室

係長（同相当職）、２５歳以上の一般係員対 象

九州大学大学院法学研究院 教授 田中孝男

各回１５名（他道職員１５名）

全２回（※道職員との合同研修）

講 師

定 員

日 程

標 準 日 程

受講者の声 ・講義の内容に即して判例、時事及び公務員時代の経験談のお話もしてくだ
さり、内容がとても理解しやすかった。時事ネタ等も交えつつの事例説明が
わかりやすかった。

・大枠の基礎知識の説明から入り、詳細の内容へという形で説明だったため、
大変理解しやすかった。事案ごとのケース（実例）をあげた説明が、内容を
イメージしやすかった。

・手法だけでなく、どのような視点で条例を立案・評価するべきなのかを細
かく解説いただけた。また、各政策手段のメリットやデメリットを具体的な
事例と合わせて学ぶことができた。

内容

１．自治体法務とは

２．地方分権と自治体法務の位置づけ

３．自治立法権の活用上の問題点

４．条例、規則の所管事項

５．立案、構成、形式等

・閉講
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自治体法務とは何か、
地方分権の時代へ、

自治体の法務の位置づけ

ローカルルールの創造と自治立法権、
自治立法権の活用上の問題点、条例の所管事項

規則の所管事項、
政策法務と条例・規則の立案、

条例・規則の構成
条例の形式、グループ討議、発表・講師講評

閉
講
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